
非常災害時の対応２

「南海トラフ地震に関連する情報」発表時の児童生徒の登下校について

気象庁は、平成２９年１１月から当面の間「東海地震に関連する情報」に替えて、「南海トラフ地震に

関連する情報」を発表することにしました。田原市の小中学校では、「南海トラフに関連する臨時情報」

が発表された場合は、市の方針に従って対応します。

「南海トラフ地震に関連する情報」についての詳細は、下記をご覧ください。

 

「南海トラフ地震に関連する情報」について  

 

○  気象庁が発表する「南海トラフ地震に関連する情報」には、定例と臨時があ

る。  

○  定例の情報は、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例  

会合において評価された調査結果が発表される際の情報である。  

○  臨時の情報は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された際、次のいずれかの

場合に発表される。  

・観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調

査が開始された、又は調査が継続されている場合  

・観測された異常な現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の

可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合  
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